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「規制改革推進会議雇用・人づくりワーキング・グループ（第４回）」
における要望者からの要望・意見に対する出入国在留管理庁の見解

①日本商工会議所

令和２年１月２０日に開催された「規制改革推進会議雇用・人づくりワーキング・グループ（第４回）」における日本
商工会議所及び新経済連盟からの要望及び対応状況等は以下のとおり。

【③ 留学生のわが国における就職の促進】
秋卒業の外国人留学生に関する在留資格「特定活動(就職内定者)」につい

ての明文化とその周知を実施いただきたい。

【技人国のガイドラインにおける，実務における考え方の明示】
日本人と同様のキャリアコース(総合職)の場合，単純労働でない現場業務

であっても技人国の在留資格で就労が認められる旨を，ガイドライン本文に
て明記いただきたい。

相談窓口の運営・体制の参考となる情報等をとりまとめ，地方公共
団体に提供
相談窓口における対応事例を収集し，地方公共団体に情報提供

法務省ホームページで，秋卒業生等が内定から就職までの間，在留
資格「特定活動」で在留を認める取扱いを公表。
地方局の留学生を対象とする就職相談窓口での案内，就職セミナー
での説明等のほか，関係省庁にも周知を依頼。

「留学生の在留資格『技術・人文知識・国際業務』への変更許可の
ガイドライン」において，就職当初の研修期間に現場業務に従事す
る場合の考え方及び，総合職として採用された者が他の日本人の従
業員と同様の現場業務を一時的に行うケースが許可された事例を紹
介。

対応状況等

外国人材の受入れに伴う在留管理・支援体制の充実強化を目的とす
る入国審査官等の増員数は，令和元年度で３１９人。令和２年度は
３０７人を予算案に計上。
在留申請手続の利便性向上のため，令和元年７月から在留期間更新
許可申請等のオンライン化を開始。令和２年３月から在留資格認定
証明書交付申請や在留資格変更許可申請等も手続の対象とするほか，
「特定技能」の在留資格も追加するなど，制度の拡大を実施予定。
申請書類の記載例を法務省ホームページに掲載し，内容を改善・充
実。
特定技能制度に関しては，受入れ機関が外国人を受け入れていた技
能実習制度の実習実施者である場合には一部の提出書類を省略する
などの簡素化を実施。

出入国在留管理庁
Immigration Services Agency

②新経済連盟
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【① 外国人材の受入れに係る相談機能の強化・拡充】
地方公共団体により，運営ノウハウ等にばらつきが出ることが推測される
全国の好事例の周知に加え，標準マニュアルの整備の検討など，地方公共
団体に対する支援・相談機能の充実を求める。

【② 在留資格手続きの簡素化・円滑化・迅速化・電子化】
マンパワーの増強，支障のない範囲での簡素化，申請書の記載例等の充実，
在留資格手続の優遇措置，特定技能の電子申請の実現を通じて，受入れ企
業等の負担軽減を図っていただきたい。
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令和２年度の変更点等

○ 目 的
在留外国人が在留手続，雇用，医療，福祉，出産・子育

て，子供の教育等の生活に係る適切な情報や相談場所に迅
速に到達することができるよう，情報提供・相談を多言語
で行う一元的相談窓口の整備に取り組む地方公共団体を支
援

○ 交付対象
全都道府県・市区町村（1,788団体）
※ 当初は都道府県・指定都市等の111団体

○ 交付限度額（整備費・運営費）
都道府県（47団体） 1,000万円
外国人住民５千人以上（105団体） 1,000万円
外国人住民１千人以上５千人未満（290団体） 500万円
外国人住民500人以上１千人未満（199団体） 300万円
外国人住民500人未満（1,147団体） 200万円

○ 交付率
整備費：必要経費の10分の10

※ 新たな一元的相談窓口体制の構築又は体制の拡充に必
要な経費

運営費：必要経費の２分の１
※ 一元的相談窓口体制の維持・運営に必要な経費
※ 地方負担分については，財政運営に支障が生じないよ
う，地方交付税措置が講じられる。

従前の交付金の概要

○ 複数地方公共団体の連携による「共同設置」を交付対象化
（１）市区町村同士による共同設置

連携する市区町村の合計外国人住民数に応じた交付限度
額を適用

（２）単独設置及び共同設置による整備・運営
単独設置及び共同設置を行う場合は，交付限度額範囲内

で両方の経費を交付対象

○ 整備費に対する交付額
過去の交付額の累計が，各団体の交付限度額に達するまで交

付することができる。
※ 当初の111団体については，特別の事情があると認められる場合に
交付。

令和２年度政府予算案 １２億円

一元的
相談窓口
（民間事業者
への委託等）

２
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令和２年度外国人受入環境整備交付金の概要について（案）
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一 元 的 相 談 窓 口 の 運 営 支 援 の た め の 取 組

地方公共団体における一元的相談窓口の運営を支援するため，具体的な取組や体制等の事例を紹介する資料を提
供した。さらに，相談事例のQ＆Aを作成し，地方公共団体に提供予定。

地方出入国在留管理局に配置された受入環境調整担当官により，相談事例の横展開，窓口担当職員に対する研修
等を実施。

各行政分野にお
けるFAQを取
りまとめ，相談
窓口における職
員の相談対応能
力の向上を図る

・情報発信の方
法，広報媒体，
多言語化の取組
等に関する情報
提供

・具体的な相談
窓口の体制に関
する事例紹介



在留申請手続のオンライン化について

〔在留資格手続の円滑化・迅速化〕

未来投資戦略２０１８
（２０１８年６月１５日閣議決定）

利用できる者

① 申請人から依頼を受けた所属機関の職員
○団体監理型技能実習については，実習実施者ではなく監理団体のみ
○以下の要件を満たす必要がある
・ ５年以内に出入国又は労働に関する法律により，罰金以上の
刑に処せられたことがないこと

・ 外国人を適正に雇用している実績があること等

② ①の所属機関から依頼を受けた弁護士・行政書士

※ 今回，①の所属機関から依頼を受けた公益法人の職員，登録支援
機関の職員を追加予定

① 在留期間更新許可申請
② ①と同時に行う再入国許可申請及び資格外活動許可申請

※ 今回，在留資格認定証明書交付申請，在留資格変更許可申請，
在留資格取得許可申請等を追加予定

入管法別表第１の在留資格（外交，特定技能，短期滞在を除く）

※ 今回，特定技能を追加予定

外国人を適正に雇用し，また外国人
雇用状況届出等を履行している所属機
関を対象に，外国人本人に代わって手
続を行うことを可能とする在留資格手
続上のオンライン申請を本年度から開
始する。

オンラインで提出依頼

審査結果連絡，許可の場合は
在留カード等を手交

○ オンラインでの申請受付開始
２０１９年７月２５日

○ 入管法施行規則公布・施行
２０２０年３月（予定）利用申出の承認後，

利用可能

申請人
（在留外国人）

地方出入国
在留管理官署

成長戦略フォローアップ
（２０１９年６月２１日閣議決定）

経済財政運営と改革の基本方針２０１９
（２０１９年６月２１日閣議決定）

〔在留資格手続の円滑化・迅速化〕

外国人を適正に雇用し，かつ外国人
雇用状況届出等を履行しているなど一
定の要件を満たす所属機関等を対象に，
外国人本人に代わって行うオンライン
での在留関係諸申請の受付を２０１９
年７月に開始する。今後，更なる利便
性向上のため，オンラインで申請可能
な手続の対象を拡大していく。

〔外国人材の円滑かつ適正な受入れの促進〕

地域における継続的な外国人材の受
入促進のため，一定の要件を満たす所
属機関等を対象に，本人に代わりオン
ラインで在留関係諸申請手続を行える
ようにする。

対象の手続

対象の在留資格

スケジュールイメージ

結果連絡，許可の場合は必要に
応じて手数料納付を確認後，在留カード等発送

利用者
（所属機関の職員等）

４
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中小企業に就職する留学生からの在留資格変更許可申
請における提出資料の簡素化（平成３１年３月）
・厚生労働大臣から「ユースエール認定企業」として認定を受けてい
る中小企業等に就職する場合，在留資格変更許可申請を行う際に必要
となる各種提出書類について大企業と同様に簡素化することとした。

最近講じた措置

外国人材が国内の企業に就職する際，在留諸申請手続で受入れ企業に関する資料を提出する必要があるところ，上場している企業等であれ
ば，企業情報が公開等されており，その企業の実在性や安定性を確認できるために提出資料を簡素化している。
※就労を目的とする在留資格においては，受け入れる企業の規模等に着目してカテゴリー区分が設けられている。カテゴリー１には，日本
の証券取引所に上場している企業等が，カテゴリー２には，一定額以上の源泉徴収税額の団体・個人が該当するところ，これらのカテゴ
リーに当たると証明できれば，在留諸申請の際，申請書以外の提出資料が原則不要となる。

留学生等

手続簡素化対象企業

一般の中小企業

提出書類
の簡素化

提出書類

就職

在留諸申請

申請書 添付書類（※）

申請書
（※）登記事項証
明書，決算文書等添付書類（※）

地方出入国在留管理局

出入国在留管理庁
Immigration Services Agency

手続簡素化対象企業の拡大（令和２年１月）

・上記のユースエール認定企業をカテゴリー１の企業に加えるととも
に，各省庁で認定等されている企業等（※）に範囲を拡大した。

・前年分の給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収額を1,500万円以上
であることが証明された団体又は個人をカテゴリー２としていたが，
これを1,000万円に引き下げた。

※くるみん認定企業（厚労省），健康経営優良法人（経産省），空港
管理規則上の第一類構内営業者又は第二類構内営業者（国交省），内
部通報制度認証登録事業者（消費者庁）等がこれに該当する。

一定の条件を満たす中小企業等への留学生の就職を支援するため，厚生労働省のユースエール認定制度の認定企業を対象として，留学生が
在留資格変更許可申請を行う際に必要となる各種提出書類について，大企業と同様の簡素化を図ったところ，在留諸申請手続における更な
る提出書類の簡素化について引き続き検討を行う。《施策番号 104》

外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策（改訂）（抄）

現 状

在留諸申請手続の簡素化（イメージ）

提出書類

５

中小企業等に就職する外国人材の在留諸申請手続の簡素化



特定技能外国人の許可状況等について（令和２年１月末現在：速報値）

特定技能在留外国人数（令和元年１２月末現在：速報値）

特定技能１号在留外国人数 １，６２１人

許可件数等の内訳

分野 人数
介護 １９人
ビルクリーニング １３人
素形材産業 １９３人
産業機械製造業 １９８人
電気・電子情報関連産業 ３８人
建設 １０７人
造船・舶用工業 ５８人
自動車整備 １０人
航空 ０人
宿泊 １５人
農業 ２９２人
漁業 ２１人
飲食料品製造業 ５５７人
外食業 １００人
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① 在留資格認定証明書交付 交付 １，７５１件

② 在留資格変更許可 許可 １，３５７件

③ 登録支援機関登録 登録 ３，７２４件

④ 特例措置としての「特定活動」 許可 ８６５件

（未交付含む）
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在留資格認定証明書交付件数 在留資格変更許可件数

（許可・交付件数）

平成31年 令和元年 令和2年

会社（株式会社，合同会社等）
２，００１件
５３．７％

その他
２６７件
７．１％

登録支援機関の内訳社会保険労務士（個人）
６０件
１．６％

一般社団法人
１０１件
２．７％

行政書士（個人）
２９６件
７．９％

中小企業事業協同組合
９９９件
２６．８％

特 定 技 能 制 度 運 用 状 況 ① 出入国在留管理庁
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特定技能在留外国人数（令和元年１２月末現在：速報値）

特定技能１号在留外国人数 １，６２１人
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在留数 100 94 100 189 18 111 79 901 29 
構成比 6.2% 5.8% 6.2% 11.7% 1.1% 6.8% 4.9% 55.6% 1.8%

国籍別特定技能在留外国人数
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在留数 85 4 - 5 - 3 9 77 42 86 112 80 94 59 22 6 13 3 10 41 62 32 127 38 
構成比 5.2% 0.2% 0.0% 0.3% 0.0% 0.2% 0.6% 4.8% 2.6% 5.3% 6.9% 4.9% 5.8% 3.6% 1.4% 0.4% 0.8% 0.2% 0.6% 2.5% 3.8% 2.0% 7.8% 2.3%
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在留数 15 13 103 50 2 3 15 8 16 73 5 2 47 21 4 69 1 40 41 24 2 19 14 24 
構成比 0.9% 0.8% 6.4% 3.1% 0.1% 0.2% 0.9% 0.5% 1.0% 4.5% 0.3% 0.1% 2.9% 1.3% 0.2% 4.3% 0.1% 2.5% 2.5% 1.5% 0.1% 1.2% 0.9% 1.5%
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Immigration Services Agency
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特 定 技 能 制 度 運 用 状 況 ③

実施場所（実施月） 受験者数 合格者数 今後の実施予定（注1）

介護

（フィリピン） 2019年4月～12月,2020年1月
（カンボジア） 2019年9月～12月,2020年1月
（インドネシア）2019年10月～12月,2020年1月
（ネパール） 2019年10月～12月,2020年1月
（モンゴル） 2019年11月,12月
（日本国内） 2019年10月～12月

（技能試験）

3,437人（注２）
（日本語試験）

3,371人（注２）

（技能試験）

1,685人（注２）
（日本語試験）

1,743人（注２）

（フィリピン） 2020年2月,3月
（カンボジア） 2020年2月,3月
（インドネシア）2020年2月,3月
（ネパール） 2020年2月,3月
（モンゴル） 2020年3月

ビルクリーニング
（ミャンマー） 2019年12月
（日本国内） 2019年11月,12月

472人 317人
（フィリピン） 2020年2月,3月
（日本国内） 2020年4月,5月

素形材産業（注３）
産業機械製造業（注３）
電気・電子情報関連産業（注３）

（インドネシア）2020年1月 － － －

造船・舶用工業（注３） （フィリピン） 2019年11月 14人 7人 －

自動車整備 （フィリピン） 2019年12月,2020年1月 12人（注２） 12人（注２） （フィリピン） 2020年2月,3月

航空（注３）
（フィリピン） 2019年11月
（モンゴル） 2019年10月
（日本国内） 2019年11月

227人 128人 （日本国内） 2020年2月

宿泊
（ミャンマー） 2019年10月
（日本国内） 2019年4月,10月,2020年1月

1,852人 1,140人 －

農業（注３）
（フィリピン） 2019年10月～12月,2020年1月
（カンボジア） 2020年1月
（インドネシア）2020年1月

13人（注２） 13人（注２）
（フィリピン） 2020年2月,3月
（カンボジア） 2020年2月,3月
（インドネシア）2020年2月,3月

漁業（注３） （インドネシア）2020年1月 －（注２） －（注２） －

飲食料品製造業
（フィリピン） 2019年11月,12月,2020年1月
（インドネシア）2020年1月
（日本国内） 2019年10月

719人（注２） 519人（注２）
（フィリピン） 2020年2月,3月
（インドネシア）2020年2月,3月
（日本国内） 2020年2月

外食業
（フィリピン） 2019年11月,12月,2020年1月
（カンボジア） 2020年1月
（日本国内） 2019年4月,6月,9月,11月

4,786人（注２） 3,013人（注２）
（フィリピン） 2020年2月,3月
（カンボジア） 2020年2月,3月
（日本国内） 2020年2月

国際交流基金
日本語基礎テスト

（フィリピン） 2019年4月～6月,8月～11月,2020年1月
（カンボジア） 2019年10月,2020年1月
（インドネシア）2019年10月,11月,2020年1月
（ネパール） 2019年10月,11月,2020年1月
（モンゴル） 2019年11月

2,279人（注２） 779人（注２）

（フィリピン） 2020年3月
（カンボジア） 2020年3月
（インドネシア）2020年3月
（ネパール） 2020年3月
（モンゴル） 2020年3月

(注1） 2020年2月以降の実施予定は変更され得る。
(注2） 2020年1月以降に実施された介護（技能試験及び日本語試験），自動車整備，農業，漁業，飲食料品製造業，外食業及び国際交流基金日本語基礎テストの受験者数及び合格者数のうち未発表分については，各者数の累計値に含んでいない。
(注3) 業務区分によって試験実施状況が異なる。

特定技能試験等の実施状況について（令和２年１月末現在。各試験実施機関のウェブサイトを参考に作成したもの。）

８

出入国在留管理庁
Immigration Services Agency



分野別運用方針について（１４分野）

人手不足状況

ビルクリー
ニング

37,000人

ビルクリーニ
ング分野
特定技能１
号評価試験

国際交流基
金日本語基
礎テスト，又
は，日本語
能力試験N4
以上

・建築物内部の清掃 直接

・厚労省が組織する協議会に参加し，必要な協力を行うこと
・厚労省が行う調査又は指導に対し，必要な協力を行うこと
・「建築物清掃業」又は「建築物環境衛生総合管理業」の登録を受け
ていること

素形材
産業

21,500人
製造分野
特定技能
1号評価試験

国際交流基
金日本語基
礎テスト，又
は，日本語
能力試験N4
以上

　 直接
・経産省が組織する協議会に参加し，必要な協力を行うこと
・経産省が行う調査又は指導に対し，必要な協力を行うこと

産業機械
製造業

5,250人
製造分野
特定技能
1号評価試験

国際交流基
金日本語基
礎テスト，又
は，日本語
能力試験N4
以上

直接
・経産省が組織する協議会に参加し，必要な協力を行うこと
・経産省が行う調査又は指導に対し，必要な協力を行うこと

電気・電子
情報

関連産業
4,700人

製造分野
特定技能
1号評価試験

国際交流基
金日本語基
礎テスト，又
は，日本語
能力試験N4
以上

直接
・経産省が組織する協議会に参加し，必要な協力を行うこと
・経産省が行う調査又は指導に対し，必要な協力を行うこと

受入れ機関に対して特に課す条件

その他重要事項

分野

人材基準

技能
試験

日本語
試験

従事する業務
雇用
形態

受入れ見込数
（５年間の最大
値）（注）

・厚労省が組織する協議会に参加し，必要な協力を行うこと
・厚労省が行う調査又は指導に対し，必要な協力を行うこと
・事業所単位での受入れ人数枠の設定

直接介護
介護技能
評価試験

60,000人

・身体介護等（利用者の心身の状況に応じた入浴，食事，
排せつの介助等）のほか，これに付随する支援業務（レクリ
エーションの実施，機能訓練の補助等）
(注)訪問系サービスは対象外

経
産
省

厚
労
省

国際交流基
金日本語基
礎テスト，又
は，日本語
能力試験N4
以上(上記に
加えて)介護
日本語評価
試験

〔１試験区分〕

〔１試験区分〕

〔１３試験区分〕

〔１３試験区分〕

〔１８試験区分〕

・鋳造

・鍛造

・ダイカスト

・機械加工

・金属プレス加工

・工場板金

・めっき

・アルミニウム

陽極酸化処理

・仕上げ

・機械加工

・金属プレス加工

・工場板金

・めっき

・仕上げ

・機械保全

・電子機器組立て

・電気機器組立て

・プリント配線板製造

・プラスチック成形

・塗装

・溶接

・工業包装

・機械検査

・機械保全

・塗装

・溶接

・鋳造

・鍛造

・ダイカスト

・機械加工

・塗装

・鉄工

・電子機器組立て

・電気機器組立て

・プリント配線板製造

・プラスチック成形

・金属プレス加工

・溶接

・工場板金

・めっき

・仕上げ

・機械検査

・機械保全

・工業包装
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分野別運用方針について（１４分野）

建設 40,000人

建設分野
特定技能
1号評価試験
等

国際交流基
金日本語基
礎テスト，又
は，日本語
能力試験N4
以上

直接

・外国人の受入れに関する建設業者団体に所属すること
・国交省が行う調査又は指導に対し，必要な協力を行うこと
・建設業法の許可を受けていること
・日本人と同等以上の報酬を安定的に支払い，技能習熟に応じて昇
給を行う契約を締結していること
・雇用契約に係る重要事項について，母国語で書面を交付して説明す
ること
・受入れ建設企業単位での受入れ人数枠の設定
・報酬等を記載した「建設特定技能受入計画」について，国交省の認
定を受けること
・国交省等により，認定を受けた「建設特定技能受入計画」を適正に
履行していることの確認を受けること
・特定技能外国人を建設キャリアアップシステムに登録すること
等

造船・
舶用工業

13,000人

造船・舶用工
業分野
特定技能
1号試験等

国際交流基
金日本語基
礎テスト，又
は，日本語
能力試験N4
以上

直接

・国交省が組織する協議会に参加し，必要な協力を行うこと
・国交省が行う調査又は指導に対し，必要な協力を行うこと
・登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては，上記条
件を満たす登録支援機関に委託すること

自動車
整備

7,000人

自動車整備
分野特定技
能評価試験
等

国際交流基
金日本語基
礎テスト，又
は，日本語
能力試験N4
以上

・自動車の日常点検整備，定期点検整備，分解整備 直接

・国交省が組織する協議会に参加し，必要な協力を行うこと
・国交省が行う調査又は指導に対し，必要な協力を行うこと
・登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては，上記条
件等を満たす登録支援機関に委託すること
・道路運送車両法に基づく認証を受けた事業場であること

航空 2,200人

特定技能評
価試験（航空
分野：空港グ
ランドハンドリ
ング，航空機
整備)

国際交流基
金日本語基
礎テスト，又
は，日本語
能力試験N4
以上

・空港グランドハンドリング（地上走行支援業務，手荷物・貨
物取扱業務等）
・航空機整備（機体，装備品等の整備業務等）

直接

・国交省が組織する協議会に参加し，必要な協力を行うこと
・国交省が行う調査又は指導に対し，必要な協力を行うこと
・登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては，上記条
件を満たす登録支援機関に委託すること
・空港管理規則に基づく構内営業承認等を受けた事業者又は航空法
に基づく航空機整備等に係る認定事業場等であること

宿泊 22,000人
宿泊業
技能測定
試験

国際交流基
金日本語基
礎テスト，又
は，日本語
能力試験N4
以上

・フロント，企画・広報，接客，レストランサービス等の宿泊
サービスの提供

直接

・国交省が組織する協議会に参加し，必要な協力を行うこと
・国交省が行う調査又は指導に対し，必要な協力を行うこと
・登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては，上記条
件を満たす登録支援機関に委託すること
・「旅館・ホテル営業」の許可を受けた者であること
・風俗営業関連の施設に該当しないこと
・風俗営業関連の接待を行わせないこと

国
交
省

〔１試験区分〕

〔６試験区分〕

〔１８試験区分〕

・溶接

・塗装

・鉄工

・仕上げ

・機械加工

・電気機器組立て

・型枠施工

・左官

・コンクリート圧送

・トンネル推進工

・建設機械施工

・土工

・屋根ふき

・電気通信

・鉄筋施工

・鉄筋継手

・内装仕上げ

／表装

・とび

・建築大工

・配管

・建築板金

・保温保冷

・吹付ウレタン断熱

・海洋土木工

〔２試験区分〕

〔１試験区分〕
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分野別運用方針について（１４分野）

農業 36,500人
農業技能
測定試験

国際交流基
金日本語基
礎テスト，又
は，日本語
能力試験N4
以上

・耕種農業全般（栽培管理，農産物の集出荷・選別等）
・畜産農業全般（飼養管理，畜産物の集出荷・選別等）

直接

派遣

・農水省が組織する協議会に参加し，必要な協力を行うこと
・農水省が行う調査又は指導に対し，必要な協力を行うこと
・登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては，協議会
に対し必要な協力を行う登録支援機関に委託すること
・労働者を一定期間以上雇用した経験がある農業経営体であること

漁業 9,000人

漁業技能
測定試験
（漁業又は養
殖業）

国際交流基
金日本語基
礎テスト，又
は，日本語
能力試験N4
以上

・漁業（漁具の製作・補修，水産動植物の探索，漁具・漁労
機械の操作，水産動植物の採捕，漁獲物の処理・保蔵，安
全衛生の確保等）
・養殖業（養殖資材の製作・補修・管理，養殖水産動植物
の育成管理・収獲（穫）・処理，安全衛生の確保等）

直接

派遣

・農水省が組織する協議会に参加し，必要な協力を行うこと
・農水省が行う調査又は指導に対し，必要な協力を行うこと
・農水省が組織する協議会において協議が調った措置を講じること
・登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては，分野固
有の基準に適合している登録支援機関に限ること

飲食料品
製造業

34,000人

飲食料品製
造業特定技
能１号技能
測定試験

国際交流基
金日本語基
礎テスト，又
は，日本語
能力試験N4
以上

・飲食料品製造業全般（飲食料品（酒類を除く）の製造・加
工，安全衛生）

直接
・農水省が組織する協議会に参加し，必要な協力を行うこと
・農水省が行う調査又は指導に対し，必要な協力を行うこと

外食業 53,000人
外食業特定
技能１号技
能測定試験

国際交流基
金日本語基
礎テスト，又
は，日本語
能力試験N4
以上

・外食業全般（飲食物調理，接客，店舗管理） 直接

・農水省が組織する協議会に参加し，必要な協力を行うこと
・農水省が行う調査又は指導に対し，必要な協力を行うこと
・風俗営業関連の営業所に就労させないこと
・風俗営業関連の接待を行わせないこと

（注）１４分野の受入れ見込数（５年間の最大値）の合計：３４５,１５０人

農
水
省

〔１試験区分〕

〔１試験区分〕

〔２試験区分〕

〔２試験区分〕
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